
別紙１

指 名 停 止 措 置 の 概 要

問い合わせ先

高知県会計管理局総務事務センター 会計・物品担当

電話０８８－８２３－９７８８（直通）

商 号 又 は 名 称 日新興業株式会社

代 表 者 氏 名 代表取締役 千種 成一郎

登 録 番 号 第 29-17 号

所 在 地 大阪府大阪市淀川区三国本町１－１２－３０

取扱物品等の種類 高圧ガス

指名停止の事由

近畿地方整備局より建設業法施行令第１条の２に規定す

る額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間

で締結していたとして営業停止処分を受けたことにより、

高知県建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止を受け

た。

【該当条項】

・高知県物品購入等関係指名停止要領別表 26 に該当

指名停止の期間 令和７年４月８日から令和７年７月７日まで

備 考


